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有毒ガス防護に係る申請対象及び申請書・整理資料への反映について 

1．はじめに

有毒ガスに対する影響評価及び対策は既許可にて確認済みであるが，規則等に

おいて，制御室等への有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置を設置する要

求が追加されたこと，及び有毒ガス防護に係る影響評価ガイドが策定され，有毒

ガスが施設の安全性を確保するために必要な要員（運転員及び重大事故等の対処

要員）の対処能力に影響を与えないことを評価するための方法が具体化されたこ

とから，再処理事業変更許可申請を行う。 

2．有毒ガス防護に係る申請において確認した内容 

今回の申請にあたって確認した内容は，以下の２点である。 

①事業指定基準規則第二十条第３項第１号及び第二十六条第２項の追加要求

事項に対する適合性

・ 制御室等の有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置は，再処理施設に

対象となる有毒ガスの発生源が存在しないことから，設置不要であること

②既許可における有毒ガス防護対策の妥当性確認

・ 既許可において確認した有毒ガスに対する影響評価結果が，影響評価ガイ

ドに基づき評価した場合でも，妥当であること

3．申請対象及び申請書への反映方針 

今回申請にあたって確認した内容のうち，以下に該当するものを申請対象と

し，申請書へ反映する。 

①新規要求であるもの（審査対象）

・ 事業指定基準規則第二十条第３項第１号及び第二十六条第２項の追加要

求

②既許可で考慮した内容であるが，審査基準で新たに明確化されたもの（申請

書での記載の明確化）

・ 「使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査

基準」の 1.0(4)における有毒ガス防護に係る措置

③既許可で対策等が不足していると判断したもの（審査対象）

・ 現時点では対象なし

4．整理資料への反映 

(1) 以下については既許可から設計方針に変更がないが，運用段階で明確にす

ることから，整理資料に明記する。

・ 影響評価ガイドに基づき特定した有毒ガス発生源
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・ 資機材配備に関する具体的内容（防毒マスクの種類や数量）

・ 敷地内可動源，敷地外固定源からの有毒ガス及び予期せず発生する有毒ガ

スに対する立会人の配置や外部からの連絡等による検知等の具体的な手

順及び体制

・ 敷地内可動源からの有毒ガスに対する終息活動のための手順及び体制

・ 予期せず発生する有毒ガスに対するバックアップ供給体制 等

(2) 現在， 有毒ガス防護に係る整理資料は， 影響評価ガイドに即した構成とし

ているが， 既許可にて確認済みであることを踏まえ， 影響評価ガイドに基づ

く評価結果を該当する条文ごとにまとめる（下図参照）。

第9条（その他外部衝撃）の整理資料

曲磁字ぷt饗
―

定編摯
想定される有毒ガスの発生に対し 制御遣皇中央制御ま換気設偏1こ
より中央鬱J鐸まの居住性を畏なわない設計とする．

ガイドに基づき特定した賓毒ガス発生源

第20条（制御室等）の整理資料

(7)制御定は． 外気との連絡口を遮断して換気系絞の再憶讀運転
が可能な設計とすることにより． 気体状の放射性物質及び火災又は
爆発によ＇)発生 する有毒ガスから運転員その他の従事着を防護する
ことができるため、 設計基準事故が発生した場合にも運転員その他
の従事着が開御定にとどまり必妻な操作及び措置ができる ．←JiI装置が不要で

―

お石ごとを説明する評侶結果つ
• 制御室を評価点とした居住性の影響評価

l第26条（緊急時対策所）の整
:

即 I 

n悶忠芯は噂瓢富ぞ7
I技術的能力の整理資料

I屋外作業を評価点とした評価

I資機材配備の具体的内容

＇審査基準への遇合性として ． 明確化する手順及び
体制
・外部からの情報入手
・可動源への立会人

新旧比較表

条文ごとに整理

I整理責料への反映が不要

I 
・通信設備の配備

既許可の防護対策により対応済であるた
め整理責料への追加は不要

図 整理資料構成案
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現状の整理貸料構成

曇ガス防護に対する妥当性の封断
1対象発生源がある場合の対藁
I. I敷地内固定濠に対する対策
I. 2敷地内可動漂に対する対策
I. 2. I 有曇ガスの発生の検出
I. 2. 2 通償遭絡設鋼による伝違
I. 2. 3 防護措置
I. 2. 3, I換気空霜設偏のほ離及び防護具等の配爾
I. 2. 3, 2有毒ガス発生の終息活動
I. 3敷地外固定渾に対する対策
I. 3, I敷地外からの遍絡
I. 3, 2過償連絡設111による伝遠
I. 3, 3防護措置

1防護具等の配傭
1, 1防護のための実施体制及び手順
1, 2必要人歎分の醸素呼吸醤の配儀

! 惰訴品.;索閥町間のHI

1曹附外介r,g)遍餡

以上



参考 

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準 

（制御室等） 
第二十条 
１～２ （略） 
３ 設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置
をとるため、従（事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、
当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区
分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 
一 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒
ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場
合に制御室において自動的に警報するための装置 
二 （略） 

（緊急時対策所） 
第二十六条 （略）  
２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが
発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出
するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所
において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設
けなければならない。 

Ⅲ 要求事項の解釈 
１．重大事故等対策における要求事項の解釈 
１．０ 共通事項 
（１）～（３） （略） 
（４）手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 
【要求事項】 （略） 
【解釈】 
１ 手順書の整備は、以下によること。 
ａ）～ｆ） （略） 
ｇ）有毒ガス発生時の制御室の運転員、緊急時対策所において重大事故等に対処
するために必要な要員及び重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と接続す
る屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（再処理施設の外から水又は電力
を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・対処要員」
という。）の防護に関し、次の①から③に掲げる措置を講じることが定められて
いること。 
① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値
以下とするための手順と体制を整備すること。 
② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、制御室の運転員及び緊急時対策所
における重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を
行う者に対する防護具の配備、着用等運用面の対策を行うこと。 
③ 事業指定基準規則第 47条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの発生
を制御室の運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。 
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